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   船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年４月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年５月４日 １４時５０分ごろ 

発生場所 和歌山県白浜
しらはま

町番所
ばんしょ

鼻
はな

西方沖 

 番所鼻灯台から真方位２６６°５.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４１.１９′ 東経１３５°１３.５８′） 

事故調査の経過  平成２６年５月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート GINGASEI
ギ ン ガ セ イ

、１８トン 

   ２４３－３８０２７和歌山、三井住友ファイナンス＆リース株

式会社 

   １３.２８ｍ（Lr）×４.７５ｍ×２.４２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関２基、８４６kＷ（合計）、平成２０年４月 

Ｂ プレジャーボート 雅
まさ

丸、５トン未満 

   ２５２－２２６１５和歌山、個人所有 

   ９.５８ｍ（Lr）×２.５３ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２６４.８kＷ、平成１０年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２年４月２５日 

    免許証交付日 平成２３年９月１日 

           （平成２８年８月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年３月２５日 

    免許証交付日 平成２５年３月１８日 

           （平成３０年３月２４日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に凹損 

Ｂ キャビンに損壊、右舷船尾部に亀裂、マストに倒壊等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、友人２人を乗せ、平成２６年５
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月４日１４時３０分ごろ、和歌山県すさみ町市江
い ち え

埼西南西方沖で釣り

を終え、船長Ａがフライングブリッジで椅子に腰を掛け、美浜
み は ま

町日
ひ

ノ
の

御
み

埼西方沖に向けて、約２６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で自動操舵により北西進した。 

 船長Ａは、１４時４０分ごろ、ＧＰＳプロッターが不調であったの

で、立ち上がって、舵輪の左斜め下にあるＧＰＳプロッターを操作し

ながら、前方を時折見て航行していたところ、衝撃を感じたので、機

関を中立とし、左舷後方にＢ船を認め、Ｂ船と衝突したことを知っ

た。 

 船長Ａは、船長Ｂの負傷状況及びＢ船の損傷状況を確認した後、マ

リーナに戻り、マリーナにいた海上保安官に本事故の発生を報告し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１４時００分ごろ、市江埼北西

方沖を出発し、引き縄釣りを行いながら、日ノ御埼西方沖に向けて、

約５kn の速力で自動操舵により北西進した。 

 船長Ｂは、船首方に航行の支障となる船舶がいないことを確認し、

船尾部に移動して、釣り道具を片付け始めたところ、右舷後方約５Ｍ

に速い速力で同航する態勢で北西進するＡ船を認めた。 

 船長Ｂは、右舷船尾部の椅子に腰を掛け、釣り道具の片付けを行い

ながら、Ｂ船の右舷側を追い越すと思っていたＡ船が、Ｂ船に向けて

寄ってくるように見えたので、釣果を聞きに来るものと思い、釣り道

具の片付けを続けていたところ、Ａ船までの距離が約５０ｍとなり、

衝突の危険を感じた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが左舷船尾に逃れて倒れ込むと同時に、１４時５０

分ごろ、番所鼻西方沖において、Ｂ船の右舷船尾部にＡ船の船首部が

衝突した。 

 Ｂ船は自力航行し、その後をＡ船が航行し、マリーナに向かった。 

 船長Ｂは、Ａ船の同乗者に車で病院に運ばれ、右手掌裂創、頭部打

撲と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 低潮時 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、ＧＰＳプロッターが、出航時から不調で、往航時には、一

旦船を止め、本船の電源を落としてから再起動をしたところ、不調が

解消されたが、帰航時にも調子が悪くなった。 

 船長Ａは、釣り場を出発時、船首方に航行の支障となる船舶がいな

いと思い、ＧＰＳプロッターの不調が気になり、同プロッターの調整

に注意を向けていた。 

 Ａ船の乗船者は、救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｂは、引き縄釣りを行っている時、プレジャーボートが、自船
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の約１０ｍ付近を通過することもあり、Ａ船を視認した際、危険は感

じていなかった。 

 船長Ｂの行う引き縄釣りは、両舷から外へ張り出した竿
さお

に各３本、

船尾から４本の計１０本の釣り糸に疑似餌を付けて引いて行うもので

あった。 

 Ｂ船は、汽笛はなかったが、船長Ｂは、笛付きの救命胴衣を着用し

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、番所鼻西方沖を自動操舵で北西進中、船長Ａが、ＧＰＳプ

ロッターの操作に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなか

ったことから、同航するＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

 船長Ａは、ＧＰＳプロッターの操作に注意を向けていたことから、

時折前方に目を向けていたものの、Ｂ船に気付かなかったものと考え

られる。 

 Ｂ船は、番所鼻西方沖を自動操舵で北西進中、船長Ｂが、右舷船尾

方から接近するＡ船を認めたが、Ａ船が釣果を聞くために接近して来

るものと思い、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったことか

ら、衝突を避けるための措置をとることができず、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船がＢ船に向けて寄ってくるように見えたので、Ａ船

が釣果を聞くために接近して来るものと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、番所鼻西方沖において、Ａ船及びＢ船が北西進中、船長

Ａが、ＧＰＳプロッターの操作に注意を向け、船首方の見張りを適切

に行わず、また、船長Ｂが、Ａ船が釣果を聞くために接近して来るも

のと思い、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航海計器に不調が生じた場合は、安全な海域であることを確認

し、点検を行うこと。 

 ・航行中は、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・接近する他船を視認したときは、必要に応じて有効な注意喚起信

号を行うなど、衝突を避ける措置をとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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